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(57)【要約】
【課題】従来技術の欠点を克服する穿孔キャップを提供
すること。
【解決手段】組立体（１）は、シールを切るようになっ
ているパンチ（１９）を備えるキャップ（５）であって
、シールが、チューブ頭部の首部を封止するようになっ
ており、キャップ（５）が、スタンバイ位置として知ら
れる第１の位置、及び使用位置として知られる第２の位
置において、首部に取り付けられるように構成されたキ
ャップ（５）と、キャップ（５）に移動可能に取り付け
られたリング（１１）とを備え、キャップ（５）のスタ
ンバイ位置において、リング（１１）によってパンチ（
１９）を保護することを目的とした伸長位置から、キャ
ップ（５）の使用位置において、パンチ（１９）によっ
てシールに穴をあけることを目的とした後退位置へ移行
可能に構成され、組立体（１）の伸長位置から後退位置
への移行が、キャップ（５）がリング（１１）内を摺動
によって行われる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チューブ（３）のクロージャ用組立体（１）であって、
　シール（１７）を切るようになっているパンチ（１９）を備えるキャップ（５）であっ
て、前記シール（１７）が、チューブ頭部の首部（７）を封止するようになっており、前
記キャップ（５）が、スタンバイ位置として知られる第１の位置、及び使用位置として知
られる第２の位置において、前記首部（７）に取り付けられるように構成されたキャップ
（５）と、
　前記キャップ（５）に移動可能に取り付けられたリング（１１）とを備え、
　前記キャップ（５）の前記スタンバイ位置において、前記リング（１１）によって前記
パンチ（１９）を保護することを目的とした伸長位置から、前記キャップ（５）の前記使
用位置において、前記パンチ（１９）によって前記シール（１７）に穴をあけることを目
的とした後退位置へ移行可能に構成され、前記組立体（１）の前記伸長位置から前記後退
位置への移行が、前記キャップ（５）が前記リング（１１）内を摺動することによって行
われる、組立体（１）。
【請求項２】
　前記リング（１１）が、前記伸長位置から前記後退位置への前記移行のために、前記キ
ャップ（５）の少なくとも１つの溝（３１）と協働するように構成された少なくとも１つ
の突出要素（２９）を備える、請求項１に記載の組立体（１）。
【請求項３】
　前記突出要素（２９）及び前記溝（３１）が、バヨネット型動作を行うように構成され
た、請求項２に記載の組立体（１）。
【請求項４】
　前記溝（３１）がＬ字形である、請求項２又は３に記載の組立体（１）。
【請求項５】
　前記少なくも１つの突出要素（２９）が前記リング（１１）の内面に位置する、請求項
２～４のいずれかに記載の組立体（１）。
【請求項６】
　前記リング（１１）が、複数の突出要素（２９）を備える、請求項２～５のいずれかに
記載の組立体（１）。
【請求項７】
　前記複数の突出要素（２９）が、前記リング（１１）の周囲に規則的に分散配置されて
いる、請求項６に記載の組立体（１）。
【請求項８】
　前記溝（３１）が、前記組立体（１）を前記伸長位置に保持するように第１のストッパ
（３７）を備える、請求項２～７のいずれかに記載の組立体（１）。
【請求項９】
　前記キャップ（５）が、グリップ部（２３）と、前記グリップ部（２３）から軸方向に
突出するスカート（２５）とを備え、前記リング（１１）が、前記スカート（２５）が前
記リング（１１）内を摺動できるように、前記スカート（２５）の外径より大きな内径を
有する、請求項１～８のいずれかに記載の組立体（１）。
【請求項１０】
　前記組立体（１）を組み立てるために、前記スカート（２５）が、前記少なくとも１つ
の突出要素（２９）と協働して前記リング（１１）を前記キャップ（５）の前記スカート
（２５）にスナップフィットで取り付けられるようになっている第１のビード（３３）を
備える、請求項９に記載の組立体（１）。
【請求項１１】
　前記第１のビード（３３）によって、前記リング（１１）を、ある範囲の回転の自由度
をもたせて前記キャップ（５）に組み付け、保持することが可能である、請求項１０に記
載の組立体（１）。
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【請求項１２】
　前記スカート（２５）が、前記少なくとも１つの突出要素（２９）と協働して前記組立
体（１）を前記後退位置に保持するようになっている第２のビード（３９）を備える、請
求項９～１１のいずれかに記載の組立体（１）。
【請求項１３】
　前記キャップ（５）が、前記キャップ（５）の前記使用位置において、前記キャップ（
５）を前記首部（７）にねじ込むように構成された第１のねじ部（２７）を有し、前記キ
ャップ（５）が、前記パンチ（１９）とは反対の先端に位置する第２のねじ部（４１）を
更に備え、前記第２のねじ部（４１）が、前記キャップ（５）の前記スタンバイ位置にお
いて、前記首部（７）に前記キャップをねじ込むように構成された、請求項１～１２のい
ずれかに記載の組立体（１）。
【請求項１４】
　前記第２のねじ部（４１）が、前記第１のねじ部（２７）より短い、請求項１３に記載
の組立体（１）。
【請求項１５】
　請求項１～１５に記載のクロージャ組立体（１）を備えるチューブ（３）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チューブが最初に使用されるまで、首部を封止するシールと、そのシールに
穴をあけるようになっている穿孔キャップとを備える可撓性チューブの分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シールが設けられ、そのシールに穴をあけるようになっているパンチを備える穿孔キャ
ップと組み合わせられたチューブが知られている。
【０００３】
　これは、その初回使用前の保管中に、シールがチューブ内の製品を気密に保存するから
であり、これはチューブの全寿命期間の極めて大きな部分に相当する。
【０００４】
　キャップをチューブの首部に第１の方向に挿入すると、キャップのパンチがシールに穴
をあけ、キャップをチューブの首部に第２の方向に配置すると、パンチが首部にねじ込ま
れるようになっているキャップがある。
【０００５】
　こうした解決策は、チューブの使用時や保管時にパンチがチューブのキャップから突き
出るチューブにつながる可能性がある。パンチの先端が鋭利な場合があるため、パンチが
破損したり、他のチューブを破損させたり、又は使用者にけがを負わせたりする恐れがあ
る。
【０００６】
　キャップをチューブの頭部にねじ込むとシールに穴をあけることができるように、パン
チをキャップ内に配置するという他の解決法が提案されている。初回使用まで、シールを
確実に保護するために、キャップを首部にねじ込むとき、パンチをシールから一定距離離
間させて保持するように、キャップとチューブ頭部の肩部との間にリングを配置する。
【０００７】
　シールに穴及び／又は切込みを設けるためには、使用者は、まずキャップを回して外し
、次いでリングを取り外し、最後に、シールに穴及び／又は切込みが設けられるまでキャ
ップを再度ねじ込まなければならない。リングがどのような役割を担っているかを多くの
場合理解しておらず、チューブを最初に使う前にシールに穴をあけなければならないこと
も必ずしも理解していない使用者にとって、幾つもの工程は骨の折れる仕事である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　従って、上記の欠点を少なくとも部分的に克服する穿孔キャップに対する需要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　その目的のために、本発明が提案する、チューブのクロージャ用組立体は、
　シールを切るようになっているパンチを備えるキャップであって、シールが、チューブ
頭部の首部を封止するようになっており、キャップが、スタンバイ位置として知られる第
１の位置、及び使用位置として知られる第２の位置において、首部取り付けられるように
構成されたキャップと、
　キャップに移動可能に取り付けられたリングとを備え、
キャップのスタンバイ位置において、リングによってパンチを保護することを目的とした
伸長位置から、キャップの使用位置において、パンチによってシールに穴をあけることを
目的とした後退位置へ移行可能に構成され、
組立体の伸長位置から後退位置への移行が、キャップがリング内を摺動することによって
行われる。
【００１０】
　従って、キャップがスタンバイ位置にあり、組立体が伸長位置にある場合、言い換える
と、チューブが最初に使われる前は、パンチ、具体的には、キャップから突出する自由端
が、リングによって保護され、破損するリスク又は他のチューブを破損するリスクを減少
させる。また、このリングによる保護によって、パンチを、首部を封止するシールから一
定距離に保持することができ、これによって、使用者がチューブを最初に使用する前に、
シールに穴が開いたり切れたりすることから保護できる。加えて、キャップをリング内で
摺動させることによって、リングを取り外す必要がなく、シールを切る及び／又は穴をあ
けることができ、それによって使用者が節約できる時間は少なくない。
【００１１】
　本発明の幾つかの実施例によれば、以下の構成を別々に又は組み合わせて用いることが
できる。
　－組立体が、後退位置から伸長位置への移行が可逆的であるように構成されている。
　－リングとキャップが同軸である。
　－キャップとリングが２つの独立した部品である。
　－リングは、透明材料で作られている。
　－組立体は、少なくとも１つの突出要素を備える。
　－突出要素は、伸長位置から後退位置に移行するために、少なくとも１つの溝と協働す
るように構成されている。
　－少なくとも１つの突出要素が、リングに設けられている。
　－溝は、キャップに設けられている。
　－突出要素及び溝は、バヨネット型動作をするように構成されている。
　－１つ以上の突出要素が、リングの内面に位置している。
　－リングが、複数の突出要素を備える。
　－複数の突出要素が、リングの周辺に規則的に配置されている。
　－１つ以上の突出要素は、１つ以上のピンである。
　－溝は、Ｌ字形である。
　－組立体が伸長位置に保持されるように、溝が第１のストッパを備える。
　－リングの突出要素の１つが溝と協働するように、キャップがガイド手段を備える。
　－ガイド手段が、溝の下側先端に位置している。
　－キャップがグリップ部、及びグリップ部から軸方向に突出するスカートを備える。
　－スカートがリング内を摺動できるように、リングがスカートの外径より大きな内径を
有する。
　－溝がスカートの外面に位置している。
　－組立体を組み立てるために、スカートが、１つ以上の突出要素と協働してリングをキ
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ャップのスカートにスナップフィットで取り付けられるようになっている第１のビードを
備える。
　－第１のビードは、スカートの下側部分に位置している。
　－第１のビードによって、リングを、ある範囲の回転の自由度をもたせてキャップに組
み込み、保持することが可能になっている。
　－スカートが、１つ以上の突出要素と協働して組立体を後退位置に保持するようになっ
ている第２のビードを備える。
　－キャップが、スタンバイ位置及び／又は使用位置に、ねじ又はスナップフィットによ
って取り付けられるように構成されている。
　－キャップ、具体的にはスカートの内面が、キャップを首部の使用位置にねじ込むよう
に構成された第１のねじ部を有する。
　－キャップが、パンチの反対側の先端に位置する第２のねじ部を更に備え、第２のねじ
部が、首部におけるキャップのスタンバイ位置にキャップをねじ込むように構成されてい
る。
　－第２のねじ部は第１のねじ部より短い。
　－キャップが、キャップのスタンバイ位置において、キャップを首部にスナップフィッ
トで取り付けるように構成された、第３のビードとして知られるビードを更に備える。
　－第３のビードは、パンチの反対側の先端に位置している。
【００１２】
　本発明は、上記の組立体を備えるチューブにも関する。
【００１３】
　本発明の他の特徴、目的、及び利点は、純粋に例示的且つ非限定の以下の説明から明ら
かになろう。説明は、以下の添付図面と併せて読むべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一態様に係るチューブ用クロージャ組立体の斜視図である。
【図２】伸長位置にある図１のクロージャ組立体を備えるチューブを部分的に示す斜視図
である。
【図３】クロージャ組立体が中間位置にあるときの図２を再度示した図である。
【図４】クロージャ組立体が後退位置にあるときの図２を再度示した図である。
【図５】図４の軸方向断面図である。
【図６】図１のクロージャ組立体がスタンバイ位置にある、特定の実施例に係る軸方向断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　全ての図において、共通の要素は同一の参照番号によって参照されている。
【００１６】
　図１に示すように、本発明はチューブ３のクロージャ用組立体１に関する。この組立体
は、
　チューブ頭部９の首部７に取り付けられるように構成されたキャップ５と、
　キャップ５に移動可能に取り付けられたリング１１と
を備える。
【００１７】
　様々なチューブ頭部９が図２～６に示されているが、チューブ頭部９は、縦軸Ｚ－Ｚを
画定する首部７と、肩部１３と、首部７を封止するシール１７を形成する固いインサート
部１５とを、その下側部分に備える。
【００１８】
　より具体的には、インサート部１５は、通常コーン形状又はディスク形状の周辺部と、
シール１７を形成する中央部とを備え、中央部の直径は、通常首部７の内径に相当する。
【００１９】
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　一般には、キャップ５は、キャップ５から突出するパンチ１９を備えている。具体的に
は、パンチはキャップと一体である。パンチ１９は、キャップ５が首部７に取り付けられ
たとき、チューブ頭部９の首部７内に挿入されるように構成されている。キャップ５の長
手方向は、首部７の縦軸Ｚ－Ｚに対応し、キャップ５が首部７に取り付けられた状態で画
定される。
【００２０】
　本発明によれば、更に、キャップ５は、首部７の、スタンバイ位置（図１、２及び６）
として知られる第１の位置と、使用位置（図４及び５）として知られる第２の位置とに取
り付けられるように構成されている。従って、組立体１は、キャップ５がスタンバイ位置
にあり、リング１１によってパンチ１９を保護することを目的とする伸長位置から、キャ
ップ５が使用位置にあり、パンチ１９によってシール１７に穴をあけることを目的とした
後退位置への移行が可能なように構成されている。組立体１の伸長位置から後退位置への
移行は、キャップ５を、リング１１内を摺動させることによって行われ、このときリング
１１とキャップ５は同軸である。
【００２１】
　キャップ５は、首部７の外周に位置するねじ部２１と協働するようになっている内側ね
じ部を更に備える。そして、キャップ５は、首部７に、具体的には、スタンバイ位置及び
／又は使用位置に、ねじ込まれることによって、取り付けられる。
【００２２】
　幾つかの図に示す実施例では、キャップ５は、グリップ部２３と、グリップ部２３から
軸方向に突出するスカート２５とを備える。スカート２５の内面には、キャップ５を首部
７上にねじ込んで使用位置になるように構成された、第１のねじ部２７（上記の内側ねじ
部）が設けられている。
【００２３】
　従って、これらの実施例においては、スカート２５がリング１１内を摺動できるように
、リング１１は、スカート２５の外周より大きな内径を有する。即ち、スカート２５は、
伸長位置では、その長さの一部が、後退位置では、その長さの全体がリング１１内に位置
する。
【００２４】
　有利には、その摺動は、リング１１上の少なくとも１つの突出要素２９及びキャップ５
の少なくとも１本の溝３１が存在することによって可能になる。
【００２５】
　ここで、リング１１は、伸長位置から後退位置へ、バヨネット型動作で移行するための
、キャップ５の１本の溝３１と協働するように構成された複数の突出要素２９を備える。
【００２６】
　ここで突き出し要素は、リング１１の内面の周囲に規則的に分散配置されたピン２９で
あり、溝３１はスカート２５の外面に位置し、Ｌ字形である。
【００２７】
　初期状態では、キャップ５とリング１１は２つの別々の部品であり、リング１１はキャ
ップ５に移動可能に取り付けられている（図１）。有利には、リング１１は、突出要素２
９、ここでは、リング１１の幾つかのピン２９、とスカート２５の第１のビード３３との
協働によって、キャップ５にスナップフィットで取り付けられる。こうしてリング１１は
、ある範囲の回転の自由度をもって、キャップ５に嵌合されて保持される。このとき、組
立体１は伸長位置であり、キャップ５はスタンバイ位置にある。パンチ１９は、リング１
１によって保護されている。言い換えると、キャップ５から突出するパンチ１９の自由端
は、リング１１の内部にあり、リングを超えて延びていない。
【００２８】
　スナップフィットの動作中、突出要素２９の１つ（参照符号２９ａ）が、ガイドされて
キャップ５の溝３１内に入り、そこで係合する。この係合が容易になるように、キャップ
５は、ガイド手段３５を備える。具体的には、溝３１が、その下端に、即ちその入口に、
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尖った形状を有し、それによって、ピン２９ａの１つを、その中に、特にキャップのＺ－
Ｚ軸に対して直角な平面に位置するその第１の岐路に、ガイドすることが可能になる。複
数の突出要素２９があることによって、リング１１がキャップ５に対してどの位置にあっ
ても、少なくとも１つの要素２９が溝３１に近いところにあって、確実にそこに係合でき
るようになっている。
【００２９】
　スカート２５が摺動してリング１１内に完全に入り込むのを防ぎ、伸長位置から後退位
置へ意図せず移行するのを防ぐために、溝３１には、中に係合されたピン２９ａの動きを
止め、キャップ５がリング１１内を摺動して後退位置に行かないように止める第１のスト
ッパ３７が設けられている。有利には、第１のストッパ３７は、溝３１の特定の形状によ
って提供され、具体的には、既に述べたＬ字形である。
【００３０】
　リング１１を透明材料で作ると有利である。そうすると、使用者はパンチ１９の存在を
視認でき、パンチを首部７に挿入して、首部７に形成されたシール１７を切らなければな
らない、及び／又はそれに穴をあけなければならないことを、より直観的に理解すること
ができる。
【００３１】
　次に、キャップ５は、組立体１がそのまま伸長位置にあり、キャップ５がスタンバイ位
置にある（図２）状態で、首部７に配置される。リング１１はこのように首部７の周りに
配置され、肩部１３に載る。このとき、パンチ１９は首部７の内部に延びている。加えて
、リング１１は、キャップ５が首部７に置かれたときにインサート部１５からパンチ１９
までの距離がゼロにならないように保持するため、キャップ５と肩部１３の間に隙間を維
持するように構成されている。こうして、パンチ１９がインサート部１５に接触して、首
部７に形成されたシール１７に穴をあける及び／又はそれを切ることを防止する。
【００３２】
　有利には、ストッパ３７を用いてリング１１内のスカート２５の摺動を制限することに
よって、パンチ１９がシール１７とある距離を保ち、シール１７が切れたり及び／又は穴
があいたりすることを確実に防ぐことができる。
【００３３】
　最後に、キャップ５が使用者によって首部７にねじ込まれる。このとき、組立体１が伸
長位置から後退位置へと移行し、キャップ５がスタンバイ位置から使用位置へと移行する
ように、溝３１に係合しているピン２９ａが引き続き進む。
【００３４】
　キャップ５はまず、使用者がキャップ５を首部７へのねじ込みを開始する中間位置（図
３）へ移行する。このとき、ピン２９ａが、第１のストッパ３７から解放された位置にな
り、第１の岐路と直角をなす、溝の第２の岐路内で、Ｚ－Ｚ軸に沿って上向きに移動し、
その結果、キャップ５がリング１１内を摺動して、組立体１が伸長位置から後退位置へと
（図４及び５）移行することが可能になる。
【００３５】
　このように、図４及び５に示すように、組立体１が後退位置の状態、キャップ５が使用
位置の状態で、キャップ５が、例えば、肩部１３又は首部７の縁に当接するまで、首部７
にねじ込まれる。次に、パンチ１９がインサート部１５に、より具体的には、図５からわ
かるように、チューブ頭部９のシール１７を形成する中央部に、切れ目及び又は穴をあけ
る。
【００３６】
　ここで、スカート２５は、キャップ５を回して緩め、首部７から引いたときに、突出要
素２９と協働して、組立体１を後退位置に保持するようになっている、第２のビード３９
を備える。また、組立体１は、後退位置から伸長位置への移行が可逆的であるように構成
してもよい。
【００３７】
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　図６に示す実施例では、キャップ５が、パンチ１９とは反対側の先端に第２のねじ部４
１を更に備える。第２のねじ部４１が、キャップ５のスタンバイ位置において、首部７に
ねじ込まれるように構成されている。
【００３８】
　本実施例においては、初回使用時、使用者が首部７からキャップ５を回してはずし、次
いでキャップ５を裏返して首部７に戻してねじ込むと、図２～５に関して、上記のように
キャップ５がリング１１内を摺動する。その結果、パンチ１９がインサート部１５に、よ
り具体的には、チューブ頭部９のシール１７を形成する中央部に、切れ目を作る、又は穴
をあける。
【００３９】
　有利には、ここに示すように、第２のねじ部４１は、スカート２５に位置する第１のね
じ部２７より短い。即ち、第２のねじ部４１は、第１のねじ部２７と比較して、備えるね
じ山の巻き数が少ない。従って、使用者は、初回使用時、キャップ５を回してすぐにはず
し、裏返しにして、首部７に戻してねじ込んで、シール１７に穴をあける又は切ることが
できる。
【００４０】
　また、スタンバイ位置において、キャップを首部にスナップフィットで取り付けられる
ように構成した実施例（図示せず）を想定することも可能である。この場合、キャップは
、パンチの反対側の先端に位置し、第３のビードとして知られるビードを、例えば、キャ
ップの第２のねじ部の代用として備えてもよい。
【００４１】
　シール１７を切るのは部分的であるのが有利である。その結果、切られたシール１７の
一部又は複数の部分がインサート部１５の残りの部分につながったままになり、それによ
って、インサート部１５を形成する材料がこれにつながるチューブ３に含まれる製品に混
入するのを防止するとともに、この材料が使用者に供給されるのを防止する。
【００４２】
　一般に、パンチ１９は、円筒形の回転部を有し、有利には、その自由端に、切断手段が
設けられており、それによって、キャップ５が、チューブ頭部９の首部７にねじ込まれる
と、パンチ１９の自由端が首部７に挿入される。切断手段は、例えば、パンチ１９の自由
端の周囲に規則的に分散配置された、自由端の傾斜面、歯、及び／又は切断用ノッチでよ
い。図１，５、及び６に示すパンチ１９の例では、円筒形の回転部をもつパンチ１９の自
由端に、低い高さの３つの歯４３が設けられ、自由端の周辺に規則的に配置されている。
【００４３】
　組立体が伸長位置から後退位置に移行するために、キャップがリング内を摺動する他の
実施例も想定できる。具体的には、１つ以上の溝、及び１つ以上の突出要素の関係を反対
にする、即ち、リングが、キャップの少なくとも１つの突出要素と協働するように構成さ
れた少なくとも１つの溝を備えることも可能である。
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